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無償化される金額
（食材費）

小学校（月額）：

4,100円
中学校（月額）：

5,000円

邑楽町では、令和３年から経済的負担と

食育推進を目指し、段階的に学校給食費の

保護者負担を軽減してまいりました。

令和８年４月からはさらなる子育て支援の

充実を図るため、町立小・中学校の

学校給食費を無償化いたします。

お問い合わせ：邑楽町立学校給食センター
☎0276-88-0678

対象

町内小・中学校に在籍し

学校給食の提供を受けて

いる児童生徒
　　　　　　　　　　

申請不要

※令和８年３月分までの給食費は無償化の対象外です。

　未納がある方は至急納付のお手続きをお願いします。

　ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。


